
18 （財）千葉県民生委員児童委員協議会

泉 　今のような仕組みが、将来考えられていくと
すると、社協としてどのように思われますか？

木野 　戦後、長い間かけて、ある意味では社会保障
は充実してきたと言いますよね。社会保障が充
実してきたということは、言葉を変えると、社
会保障の仕組みが緻密になってきているという
ことです。今までいろいろな制度の中で、いつ
も最後に “その他市町村が認めるもの” といっ
たように、そこでまかせてもらえる部分がかな
りありましたが、社会保障の仕組みが緻密に
なってくると、（羽田さんの言われる）こぼれ
る方が出てくるわけです。そして、そのこぼれ
る方たちをどう救っていくかというと、それは
地域そのものだと思うんです。
　ただ、現実の地域を見つめてみると、活動の
温度差が出ているのが現状です。「こういうこ
とをやっていきましょう」と、地区社協に伝え
てはいるつもりですが、「じゃあ、うちはこう
いう風にやろう」というように、自主的に地域
づくりを行っていくことは、現状ではなかなか
難しいところがあります。一番わかりやすかっ
たのは、災害への取り組みでした。自主的に動

に参画していただき、敬老会やお弁当配りなど
を行ってきましたが、その機能がうまく見えな
かったところがありました。
　これから超高齢化社会を迎える中で、地区社
協には「見守りのある地域づくり」を期待して
います。また、（地区内の）民生委員の立ち位
置をしっかりと決めていくことや、地区の情報
を民生委員に提供する役割もあると思っていま
す。民生委員は、その集まった情報をもとに活
動し、市に働きかけるというイメージです。

　そういった機能を持つ地区社協と民生委員
が、地域のいろいろな人と協力し、地域の中で
地域の課題を解決できる仕組みが必要だと思っ
ています。
　行政の役割は、地域の中で課題を解決できな
くなった時に、それらを受け止める仕組みを整
えることにあります。例えば、鴨川市では「福
祉総合相談窓口」というものを設置し、児童か
ら高齢者に至るまで、すべての相談を 24 時間
受け入れる体制を整えました。民生委員も、夜
中に困ったことがあったら、そこに電話をすれ
ば社会福祉士や保健師、介護福祉士などの専門
職グループが動くことになっています。
　行政は最終的な受け皿を作り、市社協は地域
づくりのコーディネート、そして地区社協は地
域づくりを実践するというように、それぞれ協
力しながら役割を分担して動いていく必要があ
ると思います。

　また、行政は、地域に制度的な網掛けをする
ことは得意ですが、そこからこぼれた部分への
対応というのは不得意です。そのこぼれた部分、
つまり制度の狭間にいる方たちについて、地域
づくりを行う地区社協にお願いしたいと考えて
います。

（羽田）

　鴨川市では、「見守りのある地域づくり」を目指し、行政・社協・
民児協が一体となって、平成 19 年から３年間、厚生労働省の「安
心生活創造事業」を実施。現在、全市にその活動の輪を広げようと
している。

　匝瑳市社協では、介護保険事業や（先に挙げた）「あんしん箱」
事業などを通して把握した情報をもとに、共助・近助を軸にした地
域づくりを模索している。その手始めに、本年度より２ヶ年、厚生
労働省「安心生活創造事業」を開始し、要援護者の見守りや買い物
支援等の活動を展開していく予定。


